
高知県地域福祉推進交付金交付要綱 新旧対照表

新（案） 旧（令和６年度）

第１条～第９条 略

（交付の決定等）

第 10 条 知事は、前条の規定による申請が適当であると認めた場合は、市町村

が交付金算定事業及び交付金を充当する事業の実施にあたり別表第１に掲げ

るいずれかに該当すると認められるものに対して補助を行う場合及び契約の

相手方とする場合を除き、交付金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を

当該市町村に通知するものとする。

２ 略

第 11 条～19条 略

附 則

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。

２ 第５条の規定による書類の提出は、この要綱の施行の日前においても行う

ことができる。

３ この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された交付金については、第 11 条第３号から第５号まで及び第

15 条並びに 18条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成 25 年９月 25日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成 25 年 10 月 10 日から施行し、平成 25 年４月１日から適用す

第１条～第９条 略

（交付の決定等）

第 10 条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めた場合は、

市町村が交付金算定事業及び交付金を充当する事業の実施にあたり別表第１

に掲げるいずれかに該当すると認められるものに対して補助を行う場合及び

契約の相手方とする場合を除き、交付金の交付を決定し、速やかに当該決定の

内容を当該市町村に通知するものとする。

２ 略

第 11 条～19 条 略

附 則

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。

２ 第５条の規定による書類の提出は、この要綱の施行の日前においても行う

ことができる。

３ この要綱は、令和９年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された交付金については、第 11 条第３号から第５号まで及び第 15

条並びに 18条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成 25 年９月 25 日から施行し、平成 25 年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成 25 年 10 月 10 日から施行し、平成 25 年４月１日から適用す



高知県地域福祉推進交付金交付要綱 新旧対照表

新（案） 旧（令和６年度）

る。

附 則

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

る。

附 則

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する



高知県地域福祉推進交付金交付要綱 新旧対照表

新（案） 旧（令和６年度）

第１号様式 略

第２号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

高知県地域福祉推進交付金交付申請書

下記のとおり事業を実施したいので、高知県地域福祉推進交付金交付要綱第９条第１項の

規定により、高知県地域福祉推進交付金の交付を下記のとおり申請します。

記

１ 交付金交付申請額

２ 交付金を充当する事業の目的

３ 交付金を充当する事業の計画及び内容等

４ 交付金を充当する事業の完了予定年月日 年 月 日

第１号様式 略

第２号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

高知県地域福祉推進交付金交付申請書

下記のとおり事業を実施したいので、高知県地域福祉推進交付金交付要綱第９条第１項の

規定により、高知県地域福祉推進交付金の交付を下記のとおり申請します。

記

１ 交付金交付申請額

２ 交付金を充当する事業の目的

３ 交付金を充当する事業の計画及び内容等

４ 交付金を充当する事業の完了予定年月日 年 月 日

（１）
交付金算定事業事業計画額のうち高知県あったかふれあい

センター事業費補助金の補助対象となる額

円

（２）
交付金算定事業への過疎対策事業債充当額

円

（３）
（１）及び（２）を比較していずれか少ない額×20％

（千円未満切り捨て）

円

（４） 交付金申請額 円

事業名 事業の内容 事業に要する経費

（１）
交付金算定事業事業実績額のうち高知県あったかふれあい

センター事業費補助金の補助対象となる額

円

（２）
交付金算定事業への過疎対策事業債充当額

円

（３）
（１）及び（２）を比較していずれか少ない額×20％

（千円未満切り捨て）

円

（４） 交付金申請額 円

事業名 事業の内容 事業に要する経費



高知県地域福祉推進交付金交付要綱 新旧対照表

新（案） 旧（令和６年度）

第３号様式（第12条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

高知県地域福祉推進交付金算定事業変更申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定通知を受けました下記事

業について、その内容を変更して実施したいので、高知県地域福祉推進交付金交付要綱第

12条の規定により、変更申請書を提出します。

記

１ 交付金算定事業の変更計画額 円（A）

当初計画額 円（B)

差引増減額 円（C)＝（A-B)

２ 交付金変更申請額 円（A）

既交付決定額 円（B）

差引増減額 円（C)＝（A-B)

３ 変更の内容及びその理由

４ 添付書類

（１）高知県あったかふれあいセンター事業費補助金第９条第２項に規定する補助金交付

変更申請書の添付書類に準じた以下の書類

・高知県あったかふれあいセンター事業費補助金所要額変更調書（別紙５）

・高知県あったかふれあいセンター事業実施変更計画書（個表）（別紙６）

・高知県あったかふれあいセンター実施予定機能調書（別紙３）

・支出予定額内訳書等

ア 支出予定額内訳書（別紙４－１又は別紙４－２）

イ 子ども食堂所要額調書（別表第１の拡充機能（６）「子ども食堂｣を実施する場

合（別紙４－３））

・収支予算書（見込み書）抄本

・委託契約に係る委託仕様書（案）

・事業計画

第３号様式（第12条関係）

第 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村長

高知県地域福祉推進交付金算定事業変更申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定通知を受けました下記事

業について、その内容を変更して実施したいので、高知県地域福祉推進交付金交付要綱第

12条の規定により、変更申請書を提出します。

記

１ 交付金算定事業の変更計画額 円（A）

当初計画額 円（B)

差引増減額 円（C)＝（A-B)

２ 変更の内容及びその理由

３ 添付書類

（１）高知県あったかふれあいセンター事業費補助金第９条第２項に規定する補助金交付

変更申請書の添付書類に準じた以下の書類

・高知県あったかふれあいセンター事業費補助金所要額変更調書（別紙５）

・高知県あったかふれあいセンター事業実施変更計画書（個表）（別紙６）

・高知県あったかふれあいセンター実施予定機能調書（別紙３）

・支出予定額内訳書等

ア 支出予定額内訳書（別紙４－１又は別紙４－２）

イ 子ども食堂所要額調書（別表第１の拡充機能（６）「子ども食堂｣を実施する場

合（別紙４－３））

・収支予算書（見込み書）抄本

・委託契約に係る委託仕様書（案）

・事業計画



高知県地域福祉推進交付金交付要綱 新旧対照表

新（案） 旧（令和６年度）

第４号様式～第６号様式 略 第４号様式～第６号様式 略


